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日出町議会委員会条例の一部を改正する条例 

 

日出町議会委員会条例（昭和５１年日出町条例第１８号）の一部を次のよう

に改正する。 

第２条第１号中「８人」を「７人」に、「政策企画課、まちづくり推進課」

を「政策推進課、ひと・まち・未来創生課」に、「所管に属する事務」を「所

管に属する事項」に、「に属さない事項に関する事務の調査及び議案、請願、

陳情等に関する事務」を「の所管に属しない事項」に改め、同条第２号中「８

人」を「７人」に、「事務の調査並びに議案、請願、陳情等に関する事務」を

「事項」に改め、同条第３号中「１５人」を「１３人」に、「事務」を「事項」

に改め、同条に次の１号を加える。 

(４) 広報広聴常任委員会 １３人 

議会の広報広聴に関する事項 

第５条の２第２項中「１０人」を「７人」に改める。 

第６条第４項ただし書及び同条第６項ただし書を削る。 



第１１条第２項ただし書を削る。 

 

附  則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の日出町議会委員会条例第２条及び第５条の２第２

項の規定は、公布日以後初めてその期日が告示される一般選挙により選出さ

れた議員の任期の起算日から適用し、当該起算日前については、なお従前の

例による。 

 

理  由 

 通年会期制の導入及び委員会定数等の変更に伴い、条例を改正したいので提

出する。 


